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Ⅰ　緒言

　健康支援において、行動経済学とナッジ
（nudge）が注目されている。厚生労働省が策定し
た「健康寿命延伸プラン 1）」では、行動変容を促
す仕掛けとして行動経済学が示された上で、ナッ
ジの活用が推奨されている。近年は管理栄養士国
家試験の範囲にナッジが含まれ 2）、食育分野でも
行動経済学とナッジの活用が求められている 3）。
　本稿は、医療経済学会第 18回研究大会シンポ
ジウム「健康格差にどう立ち向かうか？ ～産官

学民による重層的な対策を考える～」における著
者の発表をもとに、行動経済学、とりわけナッジ
を用いた健康格差縮小を概説することを目的とす
る。

Ⅱ　伝統的経済学と行動経済学

　伝統的経済学では「合理的な人（以下、合理的
経済人）」を対象に理論を構築している。経済学
での合理的とは、「自分たちの目的を達成するた
めに、手立てを整えてベストを尽くすこと 4）」を
意味する。
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が期待される。ナッジは他の介入に比べて費用対効果が高く、ナッジの中でも「デフォルト」に高い効果が報告され
ている。一方で、ナッジは行動を継続させるほどの効果は期待できないことや、日本での研究が少ないといった限界
が指摘されている。ヒューマンはスラッジ（選択的アーキテクチャーの要素のうち、選択をする当人の利益を得にく
くする摩擦や障害を含む全ての要素）にも反応しやすい可能性があるため、スラッジを駆逐することで健康格差の縮
小に繋がる可能性がある。
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　一方、「現実世界に存在する多くの人（以下、
ヒューマン）」は常に合理的なわけではない。
ヒューマンは日常的な意思決定は脳の「自動シス
テム」で素早く行い、慎重さが求められる意思決
定は「熟慮システム」でゆっくりと行う 5）。
ヒューマンが自動システムで意思決定する際は、
「認知バイアス」と呼ばれる認知の歪みが生じや
すくなる。直情的行動をこらえて、より意図的・
選択的に行動しようとする努力のことを「自制」
と呼ぶ 6）。合理的経済人は完全な自制を有する
が、ヒューマンの自制は資源のように有限で、疲
れると枯渇する 7）。 ヒューマンは自制がうまく
できない結果、認知バイアスに影響されて行った
行動を後悔することが多い。このようなヒューマ
ンに対しては望ましい選択ができるようなサポー
トが必要となる。
　これまでの健康支援の理論の中には、合理的経
済人を前提にしたモデルもある。このようなモデ
ルに基づく介入を行うと、ヒューマンは健康行動
しないと予想されるため、健康格差が生じること
が懸念される。例えば、ヘルスビリーフモデルで
は、脅威の認識とメリット・デメリットのバラン
スを通じて健康行動が促進されると考えられてい
る。このモデルでは、合理的経済人は疾病リスク
を全て受け入れて喫煙する。一方、ヒューマンは
認知バイアスに影響された行動をする（喫煙者の
認知バイアスについては後述）。喫煙者は「喫煙
により肺がんリスクが高まる」との警告表示を見
ても、「自分はそうはならない」と考えやすい。
また、合理的経済人はリスクとベネフィットを比
較し、納得の上で喫煙している。一方、ヒューマ
ンの喫煙者の多くは禁煙願望を持っているにもか
かわらず、目の前の誘惑に飛びつきやすい。伝統
的な経済学では、このような現象をうまく説明で
きなかった。このため、ヒューマンをターゲット
にした心理学的要素を取り入れた経済学が求めら

れるようになった。これが行動経済学である。
　ヒューマンの自制は不十分であるため、不健康
行動の誘惑に打ち勝つことができず、合理的経済
人に近い人との間に健康格差が生じやすい。ここ
で行動経済学に基づく介入を行うことによって、
ヒューマンは望ましい行動を取れる可能性が高ま
り、健康格差縮小に資すると示唆される。

Ⅱ　ナッジ

１）介入としてのナッジ
　健康行動への介入は、「選択の禁止」「インセン
ティブ」「ナッジ」「情報提供」に大別できる 8）。
魅力的なインセンティブ付与や有益な情報提供を
行っても、ヒューマンは認知バイアスの影響が強
いと、望ましい行動をしない場合がある。このた
め、認知バイアスの特性に沿った介入設計が求め
られるようになった。これがナッジである。
　ナッジは行動経済学から生まれた行動促進手法
で、元々は「ひじでつつく」「そっと後押しする」
を意味する英語である。学術的には「選択を禁じ
ることも、経済的なインセンティブを大きく変え
ることもなく、人々の行動を予測可能な形で変え
る選択的アーキテクチャ（設計）のあらゆる要
素」と定義される 9）。この定義は「選択の自由を
確保しながら、金銭的インセンティブを使わずに
行動を促す手法 10）」と換言されることもある。
　ナッジに関していくつかの枠組みが用意されて
いる。代表的なものに、チェックリスト型の
EAST（Easy：簡単に、Attractive：印象的に、
Social：社会的に、Timely：タイムリーに）11）

がある。厚生労働省は「受診率向上施策ハンド
ブック」で EASTを推奨している 12）。

２）禁煙ナッジの事例
　健康行動をしない人には特定の傾向があること
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が明らかになってきた。喫煙を例に考える。喫煙
者は非喫煙者よりも現在バイアスが強く 13）、「禁
煙」という将来に関わる重要な決断より、「今す
ぐの一服」という目先の快楽を優先しやすい。喫
煙者には同調バイアスが見られ、集団の喫煙率が
上がると個人の喫煙率もそれに応じて上昇するこ
とが報告されている 14）。喫煙者は楽観性バイア
スが見られ、ギャンブルのようなリスク愛好的行
動を好む傾向があることが知られている 15）。こ
こで喫煙者に対して、「禁煙しないと、20年後に
肺がんリスクが高まります」「この地域での喫煙
率が高いので、禁煙しましょう」といった指導を
行っても、効果があまり見込めないと予測され
る。なぜなら現在バイアスの強い喫煙者にとって
20年後のことは関心が低く、リスク情報を訴え
てもリスク回避行動を取らず、さらに周囲の喫煙
率が高いことを示すと「皆が喫煙しているのな
ら、自分も吸ってもいいか」となる可能性が高い
からである。
　喫煙者の認知バイアスを踏まえたナッジを設計
した禁煙促進事業として「ドクター・ナースとス
マホで禁煙 16）」がある。本事業は、12健康保険
組合によるコンソーシアムにより実施され、
EASTナッジの枠組みに沿って設計された（表
1）。本事業は募集から終了までの約 6か月で、
参加者 387人の禁煙成功率は 87％、医療費削減
効果は約 6.5億円と推計された 16）。

３）ナッジの費用対効果
　ナッジは他の介入に比べて費用対効果が高いこ
とが知られている。例えば、職域でのワクチン接
種促進に関し、実行意図ナッジ（具体的な実行意
図を書き出すように促すナッジ）は、無償化や経
済的インセンティブ、教育キャンペーンに比べ最
大 12.0倍高い費用対効果が見られた 17）。
　各ナッジの効果は一様ではない。メタ解析で

は、デフォルトナッジに最も強い効果があると報
告されている 18）。定期体重測定促進における
ナッジ別の費用対効果を検証した研究では、
Timelyナッジの費用対効果がAttractiveナッ
ジの 1.7倍、Socialナッジの 1.3倍となった 19）。

Ⅲ　ナッジの注意点

　ナッジ活用に当たっての主な注意点を紹介す
る。

１）効果の限定性
　系統的レビューでは「ナッジは短期的な行動変
化には有効性が示唆されるが、持続的な行動変容
をもたらすかは不明」と報告されている 20）。行
動定着には情報提供によるヘルスリテラシー向上
といったブースト 21）が重要である。ナッジと
ブーストを効果的に組み合わせることができれ
ば、行動開始から継続まで一体化した介入が実施
できるだろう 22）。

２）外部妥当性
　健康行動へのナッジに関する研究の大半は欧米
で行われたものであり 20）、日本での報告は少な
い。ナッジは社会環境や文化特性等の影響を受け
やすい 20）。国際的に、日本は「ナッジ慎重国 23）」
に位置付けられ、ナッジに対する受容度が低い傾
向が見られる。海外で効果の立証されたナッジが
日本でも同様に効果が出現するのかは未知数であ
り、日本での研究と実践の蓄積が急務である。

３）スラッジ
　ナッジは望ましい行動から逸脱して困っている
ヒューマンを支援するための手法である。ナッジ
の要素を使った手法であっても、それが望ましく
ない行動へ促すのであれば、ナッジの悪用と言え
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る。また、煩雑な手続きや読みづらい表現といっ
た「ナッジの反対の要素」を入れると、ヒューマ
ンは望ましい行動をしなくなるため、これも広い
意味でナッジの悪用と言えよう。「選択的アーキ
テクチャーの要素のうち、選択をする当人の利益
を得にくくする摩擦や障害を含む全ての要素」を
スラッジ（sludge）24）と呼ぶ。スラッジは行動
経済学の理念に合致せず、ナッジとは区別すべき
ものである。ナッジの設計に当たっては、「この
介入はスラッジになる可能性はないか」を入念に
検討する必要がある。
　また、ヒューマンは認知バイアスに影響されや
すいため、スラッジにも反応しやすい可能性があ
る。対象者が不健康行動をした場合、「根本的に
だらしない」と本人の資質の問題としてとらえら
れることがある（帰属バイアス）。しかし、ス
ラッジによってヒューマンは無意識のうちに不健
康行動へと誘導されている可能性もある。合理的
経済人に近い人はスラッジに反応しないため、ス
ラッジを駆逐することができると、健康格差の縮
小に繋がるだろう。

Ⅳ　結論

　行動経済学はヒューマンを対象とし、ナッジは
認知バイアスの特性に沿って望ましい行動へと促
す設計である。行動経済学によって、ヒューマン
を健康行動へと動かすことで、伝統的経済学で想
定していた合理的経済人に近い人たちとの格差が
縮小すると期待される。

利益相反 

　利益相反に相当する事項はない。
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　（スライド 1）ただいまご紹介にあずかりまし
た、京都大学経営管理大学院の要藤と申します。
本日は、健康格差に関するメゾレベルでの話題と
いうことで、エリアマネジメントと呼ばれる官民
連携によるまちづくりについてご紹介させていた
だこうと思います。
　（スライド 2）皆さんは、まちづくりについて
いろいろなイメージをお持ちだと思いますが、ま
ちづくりというと、何か新しい施設やインフラを
作る、ということをイメージされる人が多いかも
しれません。そういうまちづくりは、行政が主導
し、公的な資金を使って、行政のコントロールの
もと行われていく、という印象を持っている方も
多いと思います。しかし、人口減少や高齢化、厳
しい財政状況、価値観の多様化などから、まちづ
くりの形も変わってきています。これからのまち
づくりは、マネジメントが中心となり、ハードを
整備するだけではなく、既存のインフラをソフト
的な視点からどう活用していくか、また、公的な
資金だけではなく民間の資金も活用しながら、地
域のさまざまな主体が連携してまちづくりを進め
ていくという形に変わってきています。
　（スライド 3）こうした新しいまちづくりの形
は、①都市の公共的な機能・サービスの提供・維
持、②きめ細かな地域のニーズへの対応、③コミュ
ニティの再生・ネットワークの形成、という点か
らも期待が寄せられていて、地域力の向上や地域
の活性化につながっていくことが期待されていま
す。
　（スライド 4）このような新しいまちづくりの
一つの形が、エリアマネジメントと呼ばれる取り

組みです。エリアマネジメントについては、2008

年に国土交通省が作成したマニュアルで「地域に
おける良好な環境や地域の価値を向上させるため
の、住民・事業主・地権者等による主体的な取り
組み」という定義がされています。この定義だけ
ではイメージがわきにくいかもしれませんが、イ
メージの図にあるように商店街振興組合やNPO

法人、町内会・自治会など公共部門ではない主体
が行政と連携しながら行う様々なまちづくり活動
を指す概念です。
　（スライド 5）エリアマネジメント活動は、規
模の大きなものから小さなものまでさまざまなも
のがありますので、全てを網羅的に把握すること
は難しいのですが、2014年に当講座が国土交通
省・和歌山大学と協力して実施した全国 826市区
町村を対象としたアンケート調査でみると、2000

年前後から、エリアマネジメント活動が現在のよ
うな内容となったと回答する団体数が増加してき
ているという傾向が見られます。このようなデー
タからもエリアマネジメント活動が全国的に広
まってきているということが推察されるかと思い
ます。
　（スライド 6）エリアマネジメント活動が注目
されるようになった当初は、にぎわい創出のため
のイベント・アクティビティの開催、情報発信と
いった取り組みが多かったのですが、近年ではそ
の活動の幅は非常に広がってきておりまして、防
犯や緑化活動、公園などの公共施設の管理運営、
さらにはコミュニティバスの運営や地域エネル
ギーの利活用まで非常に幅広い活動が行われてい
ます。最近では、調査研究に関する取組みを行っ

エリアマネジメントと行政との連携　―官民連携によるまちづくり―

要藤　正任
京都大学経営管理大学院　官民協働まちづくり実践講座
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ている団体も増えてきておりまして、大学等の研
究機関と連携しながら活動を行っているところも
ございます。
　（スライド 7）国土交通省の「官民連携まちづ
くりポータルサイト」というサイトで、このよう
な活動に関する全国各地の様々な事例が紹介され
ていますので、ご興味をお持ちになっていただい
た方には是非このサイトをご覧いただければと思
いますが、本日はいくつかの代表的な事例やわか
りやすい事例をご紹介したいと思います。
　（スライド 8）最初の事例は、東京の大手町・
丸の内・有楽町、いわゆる大丸有地区での活動事
例です。昭和 63年に大丸有まちづくり協議会が
設立されて以降、このエリアでは時代の要請を踏
まえて様々なエリアマネジメント組織が立ち上げ
られてきました。この中の一番左の大丸有まちづ
くり協議会が作成した動画が公開されておりまし
て、私が説明するよりもこの動画を御覧頂いたほ
うがずっとわかりやすいと思いますので、本日は
それをご覧いただこうと思います。ただ、全部を
ご覧いただくと持ち時間が無くなってしまいます
ので、いくつかのパートのみ端折って再生させて
いただきます。
　（スライド 10）この動画をご覧いただいて、皆
さんエリアマネジメント活動のイメージがわきま
したでしょうか？動画でも紹介されておりました
が、大丸有地区では 2000年に最初のまちづくり
ガイドラインが作成され、その後、2014、2020

と改訂されて現在に至っています。
　（スライド 11）また、このガイドラインを補完
する形で、緑環境デザインマニュアルや屋外広告
物ガイドラインなども作成されており、これらの
ガイドライン・マニュアルに沿ったまちづくりが
進められています。
　（スライド 12～ 14）動画でも紹介されており
ましたが、街の通りを、アーバンテラス、劇場や

アートな空間、健康増進や遊びの場とする様々な
取り組みが行われております。
　（スライド 15）次に紹介するのは JR大阪駅の
ある梅田地区におけるエリアマネジメント活動の
事例です。このエリアは JR大阪駅、阪急・阪神
の大阪梅田駅、地下鉄などの交通結節点で、大規
模な再開発が進められているエリアです。2009

年に梅田地区エリアマネジメント実践連絡協議会
という組織が立ち上げられ、駅から拡がるまちづ
くり、歩いて楽しいまちづくり、新しい時代のま
ちづくり、をコンセプトとした活動が行われてい
ます。
　（スライド 16～ 18）梅田地区でもイベントの
開催や清掃活動などの取り組みが行われておりま
して、歩いて楽しいまちづくりのための取組みや
工夫が進められています。また、浴衣祭りや打ち
水、ファッションショーといったイベントも協議
会が主体となって行われています。
　（スライド 19）この梅田地区でも、健康増進を
目的とした「梅田あるくフェス」というイベント
が行われています。
　（スライド 20）昨年 10月に行われた梅田ある
くフェスでは、「梅田で、あるく、たのしむ」を
テーマに、「運動」「食」「心」の 3つの視点から、
ヘルシーラボ、リフレッシュパークといった 4つ
のプログラムが実施されました。ここに写真をい
くつか掲載していますが、ヨガ教室の体験レッス
ン、キックボクシング体験、ボッチャ体験といっ
た取り組みが行われました。このようにエリアマ
ネジメント活動では健康づくりに配慮した取り組
みも行われるようになってきています。
　（スライド 21）以上の二つは東京、大阪という
大都市での事例ですが、地方においてもいろいろ
な活動が行われていますので、本日は 3つの事例
をご紹介したいと思います。一つ目は、愛知県豊
田市の事例です。ここで紹介している一般社団法
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人 TCCMは、豊田市の商工会議所と豊田まちづ
くり株式会社が主体となって 2017年に設立され
たエリアマネジメント団体で、豊田市駅周辺の道
路や広場等の公共空間の運営・活用、賑わいを創
出するイベント等の開催といった取り組みをされ
ています。
　（スライド 22～ 23）Toyota Market Streetと
いった賑わい創出のための取り組みのほか、まち
なかの広場やペデストリアンデッキといった公共
空間の利活用を進める取り組みが行われていま
す。
　（スライド 24）2つ目の事例は、静岡県静岡市
の草薙という地区での活動事例です。ここでは地
元自治会や商店会メンバーが中心となって 2017

年に草薙カルテッドという団体設立されました。
ここに紹介しているように、草薙カルテッドは行
政や民間企業だけではなく、地元の学校や大学な
どとも連携しながらさまざまな活動をされていま
す。
　（スライド 25）このスライドは草薙カルテッド
さんが取り組んでいる主な活動ですが、駅周辺の
賑わい創出事業のほか、地域情報誌の発行、安全
安心に関する取り組み、学生や地域の人が気軽に
立ち寄っていろいろな活動を行えるコラボレー
ションスペースの運営などの活動をされていま
す。
　（スライド 26）3つ目の事例は住宅地での活動
事例です。ここで紹介する埼玉県鴻巣市での事例
は、土地区画整理事業により生まれたエリアを、
事業以前から住んでいる人と新たに住み始めた住
民とが一緒に取り組めるまちづくりをすすめるた
め、2008年にNPO法人を立ち上げ、エリアの中
心にある公園の管理業務を市から受託しながら、
「花とおはなしできるまち」を合言葉に、景観の
維持等の取り組みを行っている事例です。
　（スライド 27）このスライドにあるように、「花

と緑とともに育つまち」「人や世代の交流がある
まち」といったまちづくりに関するこのような 4

つのコンセプトを決めています。
　（スライド 28）また、この 4つのコンセプトに
基づいて、「花と緑を看板に」「いきもの・ひと・
景色を育てる」「健康になる」「借景し合う」といっ
た具体的な取り組みを、7つの思い、として掲げ
ています。
　（スライド 29）以上のようにエリアマネジメン
ト活動は、全国各地の様々なエリアで行われるよ
うになってきておりますが、活動を行うにあたっ
ては活動を支える財源と人材の確保といった課題
があります。これは先程紹介したアンケート調査
に基づくものですが、エリアマネジメント活動を
進める上での課題として、財政面での課題や人材
面での課題を挙げる団体が多くなっています。
　（スライド 30）こうした課題に対して、行政も
様々な支援を行っております。基本的な枠組みと
して、都市再生特別措置法という法律に基づいて、
市町村が都市再生整備計画という計画を策定した
場合に、その計画に位置付けられた民間の取組も
支援するというスキームが作られています。先ほ
ど紹介したような街の通りを使ったイベントなど
を開催する場合の道路占用の許可を取りやすくす
るといった支援のほか、令和 2年の法改正では「滞
在快適性等向上区域」という区域を計画で位置づ
けることができるようになっています。
　（スライド 31）これは通称：「まちなかウォー
カブル区域」と呼ばれていまして、まちに住む人
や訪れる人が満足できるような「居心地が良く歩
きたくなる」空間づくりを目指すエリアです。
　（スライド 32）また、エリアマネジメント
団体の活動財源確保のため、アメリカやイギ
リスなど海外で普及している BID（Business 

Improvement District）という仕組みを参考に、
2018年に地域再生エリアマネジメント負担金制
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度という仕組みが創設されています。
　（スライド 33）この仕組みは、エリアマネジメ
ント活動により利益を受ける事業者から負担金を
徴収できるという仕組みで、エリマネ団体の安定
した活動財源になることが期待されています。た
だ残念ながら、今のところこの仕組みが実際に導
入されているのは先ほど紹介した大阪の梅田地区
のみとなっています。
　（スライド 34）導入例が少ない理由の一つとし
ては、事業者等との合意形成の難しさがあると思
います。制度上受益事業者の 2/3以上の同意が必
要となっておりますので、どのような活動をして、
実際にどのような効果があるのかを丁寧に説明し
ていく必要があります。また、活動の効果の測り
方についても、内閣府が公表しているガイドライ
ンでは、「主に来訪者等の増加を目指す活動につ
いては、エリアマネジメント活動の経済効果を貨
幣換算する」、「主に来訪者等の利便増進を目指す
活動など、必ずしも収益は見込めず、貨幣換算が
しづらい活動については、利用頻度の多さが見込
めることや、利用者の満足度、スケールメリット
（規模拡大効果、規模の利益）によりコストが低
減することなどの経済効果を示す」と記載されて
おりまして、先ほど紹介したような就業者等の利
便増進につながるような活動については必ずしも
貨幣換算をすることが求められているわけではな
いのですが、これらの活動の効果も定量的に、ま
た可能であれば貨幣換算ができるようになると、
エリアマネジメント団体も事業の効果を説明しや
すくなり、負担金制度の導入がしやすくなるので
はないかと思います。
　（スライド 35）また、この負担金制度の仕組み
は、オフィスや商業エリアを対象とした仕組みと
なっていて、先ほど紹介した北鴻巣のような住宅
地での活動には活用することができません。この
制度を導入しにくいエリアでの財源確保の一つの

方策として、近藤克則先生もよくご紹介くだ
さっている Pay For Success （PFS）や Social 

Impact Bond （SIB）といった仕組みの活用があ
ると思います。まちづくり分野でも、2021年に
前橋市においてまちづくり分野では全国初となる
事業が実施されているのですが、この事例でも成
果指標には歩行者通行量が用いられています。
ウェルビーイングの向上や健康増進などの効果
をもっと定量的に把握できるようになると、行
政も PFSや SIBなどの仕組みを導入しやすくな
るのではないかと考えております。
　（スライド 36）最後に、以上のような問題意識
に関連して現在研究していることについて、少し
お話したいと思います。これは、2017年に全国
を対象に実施したインターネット調査から得られ
たデータで、地域活動に参加していないと回答し
た人を、自分が住んでいる地域で地域活動が行わ
れているかどうかで二つのグループに分けて、生
活満足度の回答を比較したものです。この図に示
すように、地域活動が行われている地域に住んで
いる人の方が、高い生活満足度を回答する人が多
くなる傾向が見られます。このことは、地域活動
が行われることによって、活動に参加していない
人の生活満足度も高まっている、という外部効果
があることを示唆していると考えられます。
　（スライド 37）また、このデータは、2021年、
2022年に静岡市、豊田市で実施したアンケート
調査で得られたものでして、当たり前のことかも
しれませんが、住んでいる周りの環境に対して不
満のない人の方が、生活満足度は高いという傾向
が見られました。このことは、清掃や景観改善と
いったエリアマネジメント活動が、地域住民の生
活満足度を向上させる可能性があることを示唆し
ているのではないかと考えております。
　以上のデータは、エビデンスとしてはまだまだ
不十分で、さらなる研究の蓄積が必要です。今後、
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コホートデータを用いた分析など因果関係も適切
に考慮された研究が蓄積されるようになってくれ
ば、先程お話した負担金制度の活用や PFS、SIB

といった仕組みの活用も進みやすくなり、エリア
マネジメント活動を行っている実務の人、まちづ

くりに関わる行政にとってもありがたいことだと
思いますので、本日ご紹介させていただいた話を
きっかけに、医療経済学会関係者の皆様がエリア
マネジメント活動にご関心を持っていただけると
ありがたく思います。
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　（スライド 1）ライオン株式会社の小和田と申
します。きょうはこのような機会を頂戴いたしま
して、近藤先生、本当にありがとうございます。
　（スライド 2）会社概要
　最初に当社のご紹介を簡単にさせていただきま
す。当社は 1891年創業の企業です。売上の約 6

割が一般用消費財です。
　（スライド 3）歩み　事業を通じて社会に貢献
したい
　当社の創業者は非常に敬 なクリスチャンであ
り、事業を通じて社会に貢献したいという思い
で、事業を始めております。その DNA「愛の精
神の実践」は今も受け継がれ、当社の基盤となっ
ております。その中でも、特に日本で子どもたち
が虫歯に苦しんでいるのを何とかなくしたいとい
う思いが非常に強く、1896年に歯磨きの販売を
始めております。
　（スライド 4）社会課題に取り組んできた 130

年の歴史
　130年にわたり、当社はいろいろな啓発活動、
商品、サービス、広告、諸々の手段で、歯磨き習
慣の歴史をつくってきました。
　（スライド 5）社会課題の解決が市場拡大に与
えた影響 ― 歯磨き習慣
　こちらのスライドは、右肩上がりの折れ線は、
子どもたちの歯磨き回数が 2回以上になった比
率を表しています。50年以上かけて、約 4倍に
なりました。それに反比例するように小学生の虫
歯比率は、4分の 1になりました。ここまでだと、
社会課題の解決だけに留まっているのですが、こ
の青い棒グラフ、こちら歯磨き市場の規模になっ

ております。歯磨き回数が増えた事やそれに伴い
意識があがりフロスやデンタルリンスなど周辺商
材の使用も増えたことで、こうした習慣づくり
が、社会課題の解決とともに、歯磨き市場の拡大
に繋げた事例となっております。
　（スライド 6）12歳 DMFTの年次推移
　実際に令和 3年時点では、12歳永久歯の 1人
当り平均虫歯（う歯）等数（DMFT）が 1人当
たりの平均で 0.63と、もう既に 1を切っている
状況になっています。
　（スライド 7）2030年に向けたサステナビリ
ティ最重要課題
　皆様にはもう「釈迦に説法」の話ですが、最
近、特にお口の健康が全身に影響すると言われる
ようになってきています。特に口というのは、自
分でケアできる唯一の臓器であること。また歯周
病菌は、糖尿病だけではなく、認知症などいろい
ろな全身健康へ影響を及ぼしているという研究が
進んでおります。
　（スライド 8）生活者の意識を変え、予防歯科
の習慣づくり　定期歯科健診と医療費
　さらには、定期的な歯科健診を受けている方と
そうでない方の医療費も例示されております。
　（スライド 9）熊本地震と災害関連死の主な死因
　当社はオーラルケアを通じて、健康というもの
に貢献しているのではないかと自負してきており
ました。ところが、衝撃を受ける事態が起きまし
た。こちらのスライドは、熊本地震が起こったあ
との災害関連死の主な死因です。約 3割が呼吸
器系の病気で亡くなっています。呼吸器系のほと
んどが肺炎、特に高齢者では誤嚥性肺炎という形

健康格差にどう立ち向かうか『おくちからだプロジェクト』について

小和田　みどり
ライオン株式会社　サステナビリティ推進部
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になっています。せっかく救われた命にもかかわ
らず、歯磨きやオーラルケアができなかったこと
が感染のひとつの要因になっていたかもしれない
という、非常にもったいない状態となっていま
す。こういうことは私たちが今まで何も着手でき
ていなかったことではないかと非常に衝撃を受け
た次第でございます。
　（スライド 10）健康の生物・心理・社会モデル 

社会経済的因子が健康に影響するプロセス
　今ではこうした災害時のためのグッズを出し、
啓発をしておりますが、このように、今まで私た
ちが普通に宣伝や、商品を提供していただけでは
カバーできない阻害要因が出てきているのではな
いか、他にどんな要因があるのか。それを探究す
るうちに、近藤先生のこちらのモデルにたどりつ
きました。
　（スライド 11）健康格差と口腔健康格差の影響
因子
　経済業界を阻害している、この健康状態にオー
ラルケアも起因しているのではないかということ
で、近藤先生にいろいろなご指導を頂戴し、実際
に健康格差と口腔健康格差にも因果関係があるこ
とがわかりました。
　（スライド 12）当社の取組
　私たちはヘルスケアのリーディングカンパニー
を目指す企業として、この「健康の不平等」とい
う社会課題に取り組み、ヘルスケア分野におい
て、社会と企業の共通価値創造を目指すことで、
一人ひとりの「心と体のヘルスケア」の実現に貢
献していきたいと考えました。その中でも、特に
当社の強みであるオーラルケアに関し、これまで
の個人レベルの要因にアプローチするだけではな
く、社会経済的要因による健康の不平等に対する
アプローチを併せて行っていこうということで、
私たちは「インクルーシブ・オーラルケア」とい
うプロジェクトを立ち上げました。

　（スライド 13）全体構造
　この「インクルーシブ・オーラルケア」で扱う
のはどういう分野かという事で、先ほどの社会的
因子から探っていきますと、健康格差の元になる
歯科疾患の直接的な原因、さらにその原因になっ
ている社会的な格差 3つを挙げました。生活環
境格差、経済格差、そして教育・情報格差です。
それからもう一つ加えたいのが、個人因子ではあ
りましたが、当社では未着手の領域である身体格
差。この 4つの格差について取り上げていくこ
とにしました。
　（スライド 14）各格差における開発の方向性
・生活環境格差
　それぞれ開発の考え方として、生活環境格差に
おいては、オーラルケアを行う場所や時間に制約
がある、またはそれを言い訳にしている、または
災害のように、それができない状態にある。こう
いったものに対して、従来の歯磨き・ハブラシ・
水使用を前提としない商品の開発。
　また、オーラルケア意識・行動は生まれ育った
地域や家庭から影響を受けていますが、この点に
ついては、経済格差や教育・情報格差で対応して
いきます。
・身体格差
　身体格差（身体的不具合があり十分にオーラル
ケアができない）については、身体状況に応じた
商品やサービスの提供。
・経済格差（国内・海外）
　経済格差（金銭的な理由により、オーラルケア
の優先順位が低くなっている）について、国内に
おいては、家庭環境に関わらないオーラルケアの
自立支援、また海外については、特に原材料と
いったところで、サステナブルな取引を継続する
ことによる経済的支援。
・教育・情報格差
　教育・情報格差（オーラルケアについての確か
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な情報を受ける機会がない）については、幼稚
園・学校等における口腔健康教育をそれぞれの地
域で実施しております。以上の格差について、解
決手段に応じた施策を各チームで検討を開始して
おります。
　（スライド 15、16）オーラルケア格差の解消
～日本の貧困状況
　きょうは、その中で国内の経済格差で行ってい
る活動について、ご説明させていただきます。こ
ちらは貧困状態を表すグラフになっています。日
本の相対的貧困率は、主要 7か国（G7）のうち、
アメリカに次いで 2番目に高い水準となってい
ます。そして、実に「子どもの 7人に 1人が貧
困状態にある」とされています。特に沖縄では、
その率が高く、「3人に 1人が貧困」と言われて
います。
　（スライド 17）虫歯と経済状況の関係
　虫歯と経済状況を確認してみますと、「生活困
窮世帯は、そうでない世帯に比べ、子どもの虫歯
率が高い傾向にある」ことがわかっています。特
に虫歯が 5本以上ある家庭は倍のスコアになっ
ています。先ほど子どものう蝕歯の平均が 0.63

本と言いましたが、虫歯が 5本以上ある家庭が
存在していることが確認できております。
　（スライド 18）子どもの 1日の歯磨き回数
　さらに子どもの 1日の歯磨き回数を見てみま
すと、一般家庭では 2.0回、経済的困窮家庭では
1.8回。まったく磨いていない子どもが存在する
こともわかりました。歯が痛いと、勉強にも集中
できない。スポーツも、ここぞという時に歯を食
いしばることができない。口臭があったり、口が
ネバネバすることで、行動も消極的になることが
わかっています。
　（スライド 19）経済的状況が「口」に与える影響
　口腔崩壊の子どもの家庭状況を見てみますと、
「ひとり親家庭」が最も多く、次いで「保護者の

健康への理解不足」、「経済的困難」でした。
　また共働きのために忙しくて、子どもを歯医者
に連れていけない状況もわかってきました。
　自治体によっては子どもの歯の治療は無償にも
かかわらず、理解不足・無関心から放置される
ケースも見られます。
　（スライド 20）自己肯定感が低い子どもたち
・経済的困窮家庭の子ども
　経済的困窮家庭の子どもの場合、実は「褒めら
れる」経験が極端に少ないことがわかっておりま
す。生まれてから 1度も褒められたことがない
という子どももいます。
　それから親自身が孤立しているケースが多く、
子どもにとって「大人」の認識が自分の「親」だ
けだということで、 “ 社会の広さ ”を知り得ない
とか、「大人」を信頼できていないため、コミュ
ニケーションしようとしても、それができるまで
に時間がかかることが見られます。
　経済的困窮家庭で育った子どもは、そうでない
子どもと比べ、あらゆる「体験」が不足してお
り、「自己肯定感」が著しく低いことが特徴と言
われています。例えば外食に行く、旅行に行くと
いった体験がまったくない。それだけではなく、
大きくなって、靴が小さくなっても、自分は靴を
買ってもらってもいい存在なのだろうか。そんな
ことを子ども自身が考えてしまっていることがあ
ります。また、私が実際に接触したお子さんの場
合、7人兄弟の末っ子で、だれも何も言っていな
いのに、自分はご飯を食べないほうがいいのでは
ないかと思っていて、ほとんどご飯を食べない生
活をしてきたので、胃が小さくなって食べられな
い。今、学校では給食を食べ終わるまで残される
ため、それがいやで、給食になると、学校を出て
しまう。もしくは、給食が終わってから学校に来
る。そんな子どももいる状態を目の当たりにしま
した。
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　（スライド 21）「おくちからだプロジェクト」
の立ち上げ
　われわれは「おくちからだプロジェクト」を立
ち上げ、「効果検証・エビデンス取得」と「普
及・拡大」の 2つで進めていこうと決めており
ます。
　「効果検証・エビデンス取得」では、実際に子
どものう蝕率、貧困率が高い沖縄県で、何が有効
なのかを検証し、それを全国の「こども食堂」で
展開していきます。
　（スライド 22）12歳永久歯の一人当たり平均
虫歯等数の都道府県別状況
　先ほどもみてもらいましたが、12歳永久歯の
1人当り平均むし歯（う歯）等数（DMFT）を
都道府県別で見ると、子どもの貧困率が高い沖縄
は平均の 3倍になっています。
　（スライド 23）考課検証・エビデンス取得の概
要
　産官学連携検証ということで、沖縄大学の島村
教授にご協力いただき、約 5か月間沖縄県内の 3

つの「こども食堂（「子どもの居場所」と呼んで
いる）」での観察を行いました。
　（スライド 24）沖縄県「居場所」の子どもたち
の口腔内
　これは、実際に子どもの口の中です。大体今、
こんな口腔内の子どもはいないと思っていました
が、穴が開いている等、状態が非常に悪い状況に
なっているにもかかわらず、家にハブラシがな
い、歯磨きがないという、つまり、親も磨いてい
ない家庭もありました。
　また「口腔崩壊している子の親も、実は口腔崩
壊している」など、連鎖していることもわかりま
した。
　（スライド 25）体験プログラム
　「歯磨き」や「歯と口の健康」をテーマとした
各種プログラムを開発し、実際に提供しました。

・ダンス 3種種（歯磨き、噛むこと、栄養）
　まずは「ダンス」。これは踊ることによって、
気持ちが高揚し、「上手だね」と褒めやすい。
・すごろくゲーム
　オーラルケアの知識や理解を遊びながら深めま
す。
・ハブラシデコレーション
　ハブラシデコレーション。これは自分オリジナ
ルのハブラシをつくることで、歯みがきに対する
関心を高める工作です。
・オーラルケアレクチャー
　そして、紙芝居などによるレクチャーを提供し
ました。
　（スライド 26）知識面の変化
　その結果、知識面の変化です。赤字は正答率が
80％を超えたもの、黄色くマーカーしたものが
好転したものになっていますが、すべての居場所
で、それぞれの項目に差はありますが、知識が増
えています。
　（スライド 27）意識と習慣の変化
　意識と習慣の変化について、知っていても、
フォローがないと行動できないのではないかと島
村先生はおっしゃっていましたが、実際には行動
の変化、意識の変化が見られました。
　（スライド 28）歯垢の状態変化（歯科衛生士に
よる OHI評価）
　実際に歯茎がどうなっているか。まず歯垢の状
態ですが、18名中 12名のお子様について、「改
善されている」結果となりました。
　（スライド 29）歯肉の状態変化（歯科衛生士に
よる PMA評価）
　歯肉の状態変化ですが、歯肉の改善は、歯垢の
状態改善に比べ、正しいブラッシングを続ける必
要があるため、難易度は高くなります。18名中
6名のお子様が「改善されている状態」という結
果となりました。
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　（スライド 30）自己肯定感の測定と評価方法
　自己肯定感の検証については、動画撮影にて、
島村先生を含め、現場のコーディネーター等と、
子ども達がどのように変化しているかを観察確認
しました。
　（スライド 31）自己肯定感の変化［数値］
　検証した結果、数字的には、赤字がよくなった
点、特に網掛けは 1以上上がったところになり
ます。個体差はありますが、4つの項目（自己肯
定感・自尊感情　自己有用感　他者信頼感　自己
効力感）でそれぞれ上がっていることがわかりま
した。
　（スライド 32）自己肯定感の側面からの代表的
な変化
　特に集団でやっている「カナカナ」というとこ
ろでは、上の年代の子は、「子どもの役に立つ」
という自己有用感、下の子は、「居場所で自分を
支えてくれるお兄さんお姉さんがいるお姉さんが
いる」という他者信頼感が生まれたとか、「自分
自身を大切にするためのスタートラインに立て
た」という自尊感情が初めて生まれたという結果
が出てきています。
　（スライド 33）まとめ
　結果としては、最初は歯磨きが、自己肯定感の
向上に繋がるのだろうかという疑いがありました
が、実際には歯磨きがツールとして作用すること
がわかりました。
　居場所の支援の関与により、「オーラルケア習
慣」や、「自己肯定感の向上」に寄与する兆しが
見られました。
　一方、課題としては、やはり虫歯が治療されず
放置され、歯科受診・治療には別のハードルがあ
ることもわかりました。
　当社しては、このプログラムを普及メニューと
して全国に展開しました。
　（スライド 34、35）おくちからだプロジェク

トの施策推進
　「こども食堂」などの場において、歯と口の健
康に関わるプログラムを通じ、歯磨き習慣の定着
を図ります。
①検証・エビデンス取得
　全国の取組としては、こども食堂で年に数回実
施していただくことと並行しながら、「歯と口の
健康」をテーマとした体験プログラムを社員ボラ
ンティアにより、実際にこのプログラムをこども
食堂で実施することができました。こども食堂を
利用したのは、食べることは生きることに繋がり
やすいことと、それから歯を磨くことに非常に近
しいということで、こちらを利用させていただい
ております。
　（スライド 36）こども食堂とは
　こども食堂は今、全国で約 7000か所ありま
す。昔は「経済的困窮家庭の子どもがいくとこ
ろ」になっていましたが、知名度が上がると、本
当にそう思われると行きづらいということで、
もっと開放的に「だれもが来られる食堂」と位置
付けを変えているところもでてきました。そうし
た中で、先ほどのようなプログラムを延べ 1,158

団体、8万 4,000人に実施しました。当社社員も
ボランティアで参加し、参加者は業務に対するモ
チベーションが上がるという結果に繋がっていま
す。
　（スライド 37）体験プログラムキットの効果検
証
　この体験プログラムキットの効果も検証してお
りますが、「歯磨きカレンダー」を使用すること
で、自分が 1日何回歯を磨いたかが可視化され、
1日 3回以上磨く子が増加しました。また、その
歯磨きカレンダーを自分でつくることにより、利
用率が上がった等の効果が確認されています。
　（スライド 41）体験キットに対する評価（こど
も食堂運営者によるアンケート結果）
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　実際に子どもたちの変化について、「こども食
堂」運営者から、「歯磨きをしない子がするよう
になった」とか、「歯医者に行きたいと自分から
言うようになったといった変化が見られている」
との報告を受けています。
　（スライド 42）検証対象こども食堂運営者さん
の声
・歯磨き習慣があまりないお子さんへは親（保護
者）の巻き込みが必要
　「こども食堂」の中では、やはり先ほどの沖縄
の検証でもあったように、習慣ということで行く
と、家庭での習慣が大事になるために、親への位
置付けが非常に大事であることがわかりました。
・継続することで歯磨き習慣が身につくことを期
待
　一方、継続することで、歯磨き習慣が身に付く
ことが期待されます。実際 12年間 1回も歯を磨
いたことがない子が、このプログラムに参加し
て、歯を磨くようになった事例も出てきていま
す。また一人ではなく、「こども食堂」でだれか
と一緒にやることで、歯みがきの動機付けになっ
たり、一所懸命やろうとするという行動の変化が
見られました。
　（スライド 43）東京体験ツアー実施
　沖縄の貧困率の高い「こどもの居場所」の子ど
もたちを対象に、東京で体験ツアーも実施してい
ます。東京に来て、東京タワーを見るとか、キッ
ザニア、フジテレビ、浅草に行く。それから当社
で好きな歯磨きをつくるなど、やったことのない
体験を 2泊 3日でやるというものです。

　（スライド 44）東京ツアーに来た子の変化
　来てくれたお子さんたちに帰ってからどんな変
化があったかを聞き取ると、「それぞれの子ども
たちが身の回りをきれいにするようになった」と
か、「自分で歯医者に行くと言って、実際に歯の
治療を始めた」とか、「食べることに関心を持ち、
前向きに生きるようになった」という報告も受け
ています。これを見ると、子ども一人ひとりの個
の要因ではなく、環境というものが健康に大きく
影響していることが確認できました。
　（スライド 45）今後の展望
　今後の展望としては、以下を考えております。
・沖縄県は、子どもの虫歯の高いエリアであり、
貧困率も全国で最も高いことから、今後も重点エ
リアとして取り組む。
・今後も検証と拡大の両面から、健康格差につな
がる、オーラルケア機会の格差をなくしていく。
・経済的要因以外の「生活環境」「情報・教育」
「身体」についても、商品やサービス情報の提供
を進める。
　（スライド 46）2030年に向けたサステナビリ
ティ最重要課題
・よりよい習慣づくりで、生活者一人ひとりの 

QOL向上への貢献
　オーラルケア自体の格差解消をしながら、IOT

やAI等テクノロジーを活用し、さまざまな商品
やサービスの提供による貢献をし、オーラルケア
機会の格差解消を通じて、事業機会を拡大しなが
ら、「健康格差の縮小」に貢献に繋げていきたい
と考えております。



121医療経済学会　第 18 回研究大会（シンポジウム）

3Lion Corporation All rights reserved.

Lion Corporation All rights reserved.

   
   

8020  https://www.8020zaidan.or.jp/viewer/booklet_202101.htm

 

Lion Corporation All rights reserved.

スライド3

スライド5

スライド7

スライド4

スライド6

スライド8

2Lion Corporation All rights reserved.

スライド1 スライド2



122 医療経済研究　　Vol.35 No.2 2023

15

12

スライド11

スライド13

スライド15

スライド12

スライド14

スライド16

10

スライド9 スライド10



123医療経済学会　第 18 回研究大会（シンポジウム）

37.1
33 32.0

23.7

15.5

10.3
6.2 6.2

3.1

15.5

スライド19

スライド21

スライド23

スライド20

スライド22

スライド24

0

10

20

30

40

50

60

1

スライド17 スライド18



124 医療経済研究　　Vol.35 No.2 2023

n=14n=15 n=3
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　（スライド 1）健康の社会的決定要因（SDH）
と健康格差
　社会疫学を専門としている。社会疫学は、その
前提として、図のように健康には多重レベルの要
因が影響するとの概念モデルがあり、個人の生物
学的要因や行動上の要因に加えて、多数の社会的
な要因、あるいは「社会環境」があるとしてい
る。これを Social Determinants of Health（SDH）
と呼ぶ。社会疫学は健康の社会的決定要因（SDH）
の解明やそこから生じる健康格差の実態を計量的
に記述したり、それらの発生メカニズムを疫学の
手法を用いて解明することを目指している。
　（スライド 3）SDHの概念は日本でも次第に受
け入れられるようになり、2024年から施行され
る「健康日本 21（第 3次）では、個人の生活習
慣の改善を可能とする土台として、社会環境の整
備を進めるという関係性が明確となった。
　（スライド 4）健康日本 21のける健康格差の縮
小の目標は、第 2次では都道府県間の健康寿命の
差を縮小することとなっていたが、第 3次では、
地域間格差だけでなく、所得や保険種別といった
社会経済状況に関する指標に基づく格差や市区町
村といったより小地域間の格差も可能な限り評価
することが推奨されている。大阪医科薬科大学伊
藤ゆり准教授のチームでは市区町村の社会経済状
況を area deprivation indexを用いて評価するこ
とで、全国の市区町村間に、その社会経済状況に
より大きな健康寿命の格差が存在し、特に最も社
会的に不利な市区町村では回帰直線から大きく外
れ値となるほどの不健康状態があることを確認し
た。

　（スライド 5）ところで、近年取りざたされて
いる地球環境も、社会環境といってよい。地球環
境は自然の環境のことではあるが、気候変動や生
物多様性など現在問題視されている環境問題はす
べて人社会の介入により生じているものであり、
またそれが人の健康や生活に影響するために問題
としていることであるから、社会環境の一部と
いってもよい。
　健康格差対策はマクロな環境改善が基本
　社会疫学の成果や概念を踏まえると、健康づく
り、とりわけ健康格差の対策には、リスクの高い
個人への個別介入（ハイリスクアプローチ）では
なく、マクロな社会環境／ SDHを変えるポピュ
レーションアプローチを旨とするべき、となる。
世界保健機関は、エビデンスレビューをもとに、
SDHへの対応について、3つの推奨事項を挙げ
ている。すなわち、生活環境の改善・組織連携・
見える化である。健康を守るためには、職場や学
校、地域といった各コミュニティの環境を変えた
り、そのための政策や社会システムを変えていく
必要がある。そして、それらのシステムは医療者
など単一の専門職では行えないため、連携する必
要がある。そして、多様な組織や専門家が連携し
た取り組みをマネジメントしその効果と効率、公
正性を確保するためには健康格差をデータで可視
化し、かつ活動案の効果について事前アセスメン
トし、継続的に改善していくことが求められる。
　（スライド 8）マクロな健康格差対策の論点
　具体的なマクロレベルの取組を考えていくとき
には、いくつかの論点がある。まず、「何をするか。」
今述べたように、社会環境を変えること、そのた

健康格差対策：マクロな要因へのアプローチ

近藤　尚己
京都大学社会疫学分野　主任教授



128 医療経済研究　　Vol.35 No.2 2023

めの連携システムを構築すること、そして格差や
活動の効果を見える化することが重要である。具
体的に「何を変えるか」については、国民一人ひ
とりの行動やではなく、マクロな社会構造やその
構成要素としての施策・文化・規範・価値観といっ
たものが対象となる。そして、そのために「誰を
ターゲットとするか」がある。以下、それぞれ具
体例を挙げて説明する。
　（スライド 10）「何をするか」の具体例：地域
包括ケアシステムづくり
　マクロな構造改革による健康格差是正を目指す
具体的な好事例に、日本の「地域包括ケアシステ
ムの構築」があげられる。「環境改善・連携・デー
タ活用（見える化）」のすべての要素が盛り込ま
れている概念である。例えば、介護予防に関して
は、自治体や社会福祉協議会が市民と連携するこ
とで、市民の主体的なコミュニティサロンづくり
の活動が制度的に推し進められている。サロンへ
の参加者は要介護認定のリスクが低いというエビ
デンスがある。
　（スライド 11）「介護予防」と明言せずとも、「楽
しく交流しましょう」という誘い文句で地域の高
齢者の社会活動を後押しするナッジ的な取り組み
といえる。また、従来の二次予防事業に比べて、
コミュニティサロンへの参加者は所得が低い者が
多いことがわかっており、健康格差対策になって
いる可能性がある。現在このサロン事業には、
400億円のインセンティブ交付金が用意され、国
からも後押しするスキームができている。
　（スライド 11）他にも健康格差を減らし得る
取り組みはほかにも多々存在するが、その多く
は、「傾斜的ユニバーサリズム」（proportionate 

universalism）、つまり、社会の構成員を対象と
するが社会的に不利な人々により強く作用する介
入となっている。税による所得再分配はその典型
であり、とりわけたばこ税など不健康な行為への

逆インセンティブの仕組みは健康格差を縮小する
方向に働くことがメタ分析等の結果で示されてい
る。日本の学校給食もその一例といえる。
　（スライド 14）健康格差是正に向けた医療の質
改善には診療報酬制度改革が必要
　医療制度改革による健康格差是正も可能であ
る。日本の医療サービスのマネジメントは診療報
酬制度を根幹としているため、診療報酬制度改革
がメインのターゲットとなる。医療扶助や個人負
担額など応能負担の仕組みはすでに備わってお
り、受療者の行為（受診）のコントロールに関し
ては一定の健康格差是正のメカニズムは存在する
といえるが、供給者側のコントロールのメカニズ
ムはほとんどない。とはいえ、近年 SDHを踏ま
えた診療を促すような加算制度の創設も見られて
きている。演者らがプライマリケア領域での制度
を調べたところ「入退院支援加算」と「こころの
連携加算」という 2つの制度で SDHを踏まえた
診療を促す機能があり得ることが分かった。一方
で特定疾患管理指導料など、「しょっぱいものを
控えましょう」などとごく簡単な “指導 ”の言葉
をかけるだけで加算が取れてしまい、行動変容効
果・格差是正効果が実証されていない数々の制度
があり、今後の検証と改善が待たれる。
　こういった他部局、とりわけ非医療セクターを
巻き込む “医療 ”行為を促す診療報酬加算制度の
運用には、非医療的サービスを過度に医療化する
との批判が根強く、厳密なモニタリングと改善の
仕組みを盛り込むことで注意深く進めるべきであ
る。
　（スライド 15）地球環境への対策と健康づくり
との連携が重要
　冒頭で説明した、地球環境保全の取り組みは今
後一層、医療界にも求められてくるものであるが、
これには、グローバルサウスとそれ以外という地
域間格差の縮小という意味合いに加えて、私たち
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現在世代と将来世代との健康格差の是正を目指す
という側面が重要である。
　（スライド 17）地球環境問題への対応も、「連
携」と「見える化」に基づく「環境改善」が基本
となる。特に、環境セクターと保健セクターが連
携し、双方に利益のある活動をしていくことが重
要である。そういった具体例は多い。例えば近年
目立つようになってきたシェアサイクル事業は、
自家用車利用を減らすことで温暖化ガス排出を減
らすという環境面の利点がある一方、ユーザーの
身体活動の増加や大気汚染の減少といった健康上
の利点が交通事故の増加という不利益を凌駕し、
結果として多くの命を救うことにつながることを
示したシミュレーション結果が報告されている。
地域コミュニティのごみのリサイクル活動を住民
同士の交流や健康づくりの取り組みと連動させる
生駒市「MEGURU STATION」のようなコミュ
ニティベースの活動やその中間支援組織・企業も
登場している。
　また、国民が健康になることは地球環境上大き
な利益となる。日本の場合医療産業が排出する温
暖化ガスは全産業の排出量の 5％程度との推計が
あり、その割合は高齢化に伴い増加傾向にある。
こういった活動の効果の「見える化」は健康やそ
の格差是正の取組を促すエビデンスとなるだけで
なく、地球環境保護という目的においても重要で
ある。
　（スライド 19、20、21）動かしたい「ターゲッ
ト」を見据えてマーケティングする
　マクロな社会環境を変えるためには、それぞれ
の環境の主要なステークホルダーの行動を変える
必要がある。様々な組織のリーダーや権力者、そ
して多くの人々に大きな影響を持つその他の人々
（インフルエンサー）である。その際には、主に
個人の行動変容を獲得することを目指して発展し
てきたナッジ等の行動科学理論やマーケティング

の概念を、組織変革にも応用するとよいだろう。
組織も国も、結局は個人の行動の連鎖でその「組
織的行為」は決定され動いていくものであり、ま
た、その個々人も人間である以上、理性だけでな
く感性で行為を決める側面が起きい。
　また、各組織のリーダーが、それぞれのコミュ
ニティ（地域・組織・社会）の特性に応じた自由
な活動を行えることを保障したうえで、目指す方
向性として健康格差が縮小されていく、といった
柔軟なインセンティブ制度や規制を進めることで
ある。例えば、地域包括ケアシステムにおいては、
各包括圏域やそれを統括する市区町村の自律的な
取り組みの自由度を十分に保障する必要がある。
前述の介護予防に向けた保険者機能交付金（イ
ンセンティブ交付金）制度は、そういった特徴を
持っている有望なしくみといえる。交付金を得る
ために提出が求められている取組の自己評価項目
はそれらが活動のチェックリストのように働くこ
とで、各自治体は自律的な活動をすすめつつも、
国から「重要」と思われている項目が明瞭にわか
り、かつその行動を行うことで交付金額が増える
というインセンティブが働く。必ずしもその項目
の活動を行う必要はなくても、その行動をナッジ
する仕組みとなっているし、国は集まったデータ
をもとに効果評価を行い、評価指標の選定のし直
しや点数の重みづけを行うことで国全体での取り
組みのマネジメントを可能としている。
　（スライド 22）千葉大学の井手一茂氏の分析に
よれば、該当する同インセンティブ交付金スコア
が高い自治体ほど、実際に各種の地域活動参加が
多い。
　（スライド 23）別の例を挙げる。「社会的処方」
という言葉は、医療者の感性に訴える力がある
「ナッジな言葉」といえる。「多職種連携」の重要
性がいわれて 20年がたつが、その広がりは乏し
い。多くの医療者、特にプライマリケアの従事者
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にとって、全人的なケアの推進には医療や介護の
各専門職、そして市民組織との連携が欠かせない
ことは、理屈としてはわかるが優先度を上げられ
ない「面倒な」活動、という認識を超えにくいこ
とが関係しているのだろう。一方、「社会的処方」
には、日常業務でルーチンに行う「処方」の対象
に「社会とのつながり」をイメージしてもらうこ
とで、生活者としての患者が抱える SDHの課題
を地域との連携の仕組みにより解決できるかもし
れないという期待を持たせることができる。
　（スライド 26）また、「多職種連携」「地域包括
ケア」「地域共生社会」といった、出どころの違
うそれぞれの用語が持つ縦割りの課題、つまり、
出どころとなっている各領域の壁を超えた連携が
イメージできない、という課題を、社会的処方と
いうフレーズは克服できる可能性がある。
　（スライド 27）実際に、医療者以外にもわかり
やすく、医療者でなくても人の健康に貢献できる
かもしれない、という期待を持たせる力は大きい
ようだ。例えば、銭湯や芸術系の大学が社会的処
方をキーワードとした社会的孤立や孤独感への対
応を可能とする大規模な取り組みを進めている。

　（スライド 33）必要なエビデンスは何か
　マクロな社会構造にアプローチする健康格差対
策を進めるためには、まず既存の多様な施策の効
果の異質性、あるいは公平性をとことん評価して
いくことが必要である。前述のたばこ税のような
税による健康づくりの行動変容を促す施策につい
ては、調べる限り一定程度公平性評価がされてい
るようであるが、十分とは言えない。まずは保健
医療に関する政策評価の際に、公平性評価をルー
チン化すること、ガイドライン化することが必要
である。
　（スライド 37）そのうえで、各フィールドの専
門職に向けた具体的な、エビデンスに基づくアク
ションを提案するようなガイドラインや指針とな
る資料の普及が有効であろう。演者らはプライマ
リケア医と連携して、診療現場における SDHへ
の対応法を検討した書籍を発刊した。しかしその
内容の大部分は各 SDHの解説や対応の考え方の
整理にとどまっており、より具体的な対応法の提
案には至っていない。一層の実践と評価と議論に
よる具体化が求められる。

. 5 . : ; 2016.
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【パネルディスカッション】※当日の内容を一部抜粋
（近藤克則氏）　報告者の皆さんの取り組みと健康
格差との関わりについて、お話をお願いできませ
んでしょうか？
（要藤氏）　ありがとうございます。正直申し上げ
ると、エリアマネジメント活動を進めている側か
らは、健康格差を前提に何か対策をしようという
発想は、ベースとしてはあまりないかなと思いま
す。というのは、エリアマネジメントはやはりど
うしても都市計画とか不動産といった分野との関
わりが深いまちづくり系の人たちが中心になって
やっている活動ですので、健康や健康格差という
のは、これまでにあまり認識していなかったテー
マだと思います。それが最近ウォーカブルといっ
た話が出てきて、実はまちづくりは健康に役立
つのではないかということをみんなが認識して、
「じゃあ、自分たちも何かできることをやろう」

というふうになってきたのが現状かなと私は認識
しております。このため、やっていることの効果
の把握や評価までは踏み込めていないというのが
多分いちばん現実のところなのではないかと思い
ます。ただ、結果として、それでもそういうこと
をやろうという取組ができる地域と、「いや、自
分たちはやりません」という地域とでは、将来的
には健康格差になって表れてくるのではないかと
思いますし、実際にそういう活動ができる地域と
できない地域がでてきてしまうと、健康格差に繋
がってきてしまうと思いますので、全国各地でこ
ういう取組を進めることはいいことなのだという
認識が広まって、全国的に進められていくように
なればいいなと思います。お答えにはなっており
ませんが、そういう認識でおります。
（小和田氏）　ありがとうございます。オーラルケ
アは健康に必要な事という認識を改めて持ち、こ
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れまで当社の対象から外れてしまっている人たち
に対して、誰一人残さずオーラルケアの機会格差
をなくしていくよう取り組んでおります。 

（近藤克則氏）　医療経済学会は政策評価に関心を
持つ先生方も多い学会ですので、その観点でお話
しいただけませんでしょうか？
（要藤氏）　講演の中でも、効果の計測について話
をさせていただいたのですが、このエリアマネジ
メントの議論がでてくるようになってきた時に、
活動に携わっている人たちから、自分たちがやっ
ていることの効果を定量的に見せたいのだけれど
も、どう見せることができるのか分からない、と
いう話をよくいただいておりました。小和田さん
のお話でもライオンさんがなぜこういう活動をし
ているのかというお話がございましたが、私も実
際に聞いた話ですが、エリアマネジメント活動を
やろうというときに、会社の中で「そんなことを
やって、どういう効果があるのか」ということを
結構問われて、「会社としてお金を出すだけの効
果が出ているのか。ちゃんと数字で出せ」と言わ
れて苦労しましたという話をされていた方もい
らっしゃいました。こういった問題意識から、最
初は経済的な効果に焦点を当てて、地価の向上と
いったところで活動の効果が出るのではないかと
いう研究をして、その点は関係者の皆さんのコン
センサスが得られるようになったのですが、エリ
アマネジメント活動の幅が広がり、いろいろな活
動が行われるようになってきて、そういう活動に
ついても効果を見える化できないかという議論が
でてきている。特に健康の話になると、その分野
に詳しい人もいなくて、どう効果を測ればいいの
か分からない、という状況になっているのかなと
思います。健康面での効果というエビデンスが蓄
積されてくると、そちらの分野でない人たちも、
「こういう研究が蓄積されているのだったら、こ
ういう活動には意義がある」というコンセンサス

が広がってくると思いますが、まだその蓄積が
ちょっと薄いことと、あとは本当に因果関係があ
るのかと言われると、どうかな、と。というのは
街中で活動している人は若くて元気な人が多いの
で、その人たちの今の健康状態を調べても、本当
にエリアマネジメント活動に健康効果があるのか
はわかりにくくて、竹林先生がおっしゃるように、
RCTみたいな研究ができればいいのだと思いま
すが、エリアマネジメントのような活動の効果を
RCTで検証するというのはなかなか難しいので、
他の方法を使いながら、エビデンスを蓄積してい
くのが重要ではないかと思います。
（近藤尚己氏）　評価のための成果を、現場から出
させるだけではとてもコスト感の強い要求になっ
てしまいますので、データを現場が役立つ形で分
析・還元していきつつ、介入の始まりからアセス
メント評価まで一貫してデータがきれいに集まる
ような仕組みを構築することが大切です。
（小和田氏）　ありがとうございます。磨いていな
い子たちが、1日 2回歯磨きをしたら、どのぐら
いの経済効果になるのかは把握できているのです
が、実際の問題は、こういった行動が習慣化に行
くのかというところです。今はハブラシを提供
し、こんなプログラムをやっているのですが、そ
うではなく、彼らの意識、優先順位を上げて、自
分たちがハブラシ、歯磨きを買うのだという、そ
こに意識が行かないと、所詮もらったものはも
らったものとなってしまって、定着しないのでは
ないかと思います。
　本当にハブラシが買えないのかといったらそう
ではなく、1本 100円くらいなので、実際には
違うところにお金を使っているのだと思っていま
す。例えば沖縄の実例では、日中寝ていて、夜に
なって、コンビニに買いものに行き、おにぎりと
かお弁当を買って、子どもたちに与えている家庭
もあるようです。おうちでご飯を炊いたら、いく
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らもかからないはずです。そういったお金の使い
方とか、優先順位の考え方から変えていかないと
なかなか難しいということです。計算上のことと
実際はまだまだギャップがあるので、そこのとこ
ろをどうやって、進めていくのか、まだまだ時間
がかかることだと思っています。
（竹林氏）　とても楽しい時間でした。ありがとう
ございます。ナッジというものは、人の心に寄り
添う。「寄り添ったケアが大切」ということがよ
く言われますが、それは皆様の直感と認知バイア
スを持っています。なので、ナッジというのは、
認知バイアスの方向性に合わせる必要がありま
す。今まで私たちは、例えば喫煙者に対して、「喫
煙は百害あって一利なし」と説得してきました。
これは、喫煙者にすれば、逆にタバコを吸いたく
なるようなナッジのほうが、まちがっていたと理
解できました。それに比べますと、タバコ産業は、
喫煙者の認知バイアスを知り尽くしております。
私たち、認知バイアスをもっと理解したうえで、
どのようにリスペクトして、寄り添っていくとい
う考え方を持つと、もっとわれわれの健康指標と
いうものが、費用対効果が高くなって、生産性も
上がると信じております。
（近藤克則氏）　ありがとうございました。
（要藤氏）　ありがとうございます。今日は、いろ

いろなお話を拝聴させていただき、自分の視野が
また広がったかなと思っています。エリアマネジ
メント活動の中でナッジという発想はこれまであ
まりなかったので、今後はナッジという考え方も
取り入れさせてもらおうかと思いました。健康の
ほうの話も、もっといろいろやれることがあるの
ではないかと思いましたので、フィードバックし
ていきたいと思います。
　最後に、報告の中で、説明を十分にできていな
かったところがありましたので若干補足させてい
ただきたいのですが、エリアマネジメント団体の
側でも、活動の効果を可視化したいという思いか
ら、様々な分野の研究者の方と共同研究をやりた
いという団体が出てきています。皆さんもまちづ
くりにご関心があるということでしたら、実は意
外と身近なところに、まちづくりの団体が助けを
求めているかもしれませんので、一緒にコラボし
て、取り組みが進んでいくといいなと思いました。
（近藤克則氏）　引き続き、健康格差とその対策に
関する研究が、医療経済学会の 1つの分野とし
て、さらに広がってくれたらなと期待をして、今
日のシンポジウムを閉じたいと思います。今日、
講演をしていただいた 4人の先生方にもう一度
大きな拍手をお願いいたします。


